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  ＊別紙 投資・財政計画 

  ＊別紙 道後温泉特別会計収支推計表（歳入・節別、歳出・事業別） 
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第１章 経営戦略策定の背景 

  １．１ 経営戦略策定の趣旨 

 日本最古の歴史を誇る道後温泉は、市民をはじめ国内外から多くの観光客が訪れ、外湯施

設の道後温泉本館（以下「本館」といいます。）、道後温泉別館 飛鳥
あ す か

乃
の

湯
ゆ

泉（以下「飛鳥乃

湯泉」といいます。）及び椿の湯の入浴客は、3 館合計で年間約 110 万人を超え、道後温泉

宿泊者数は約 80万人で推移しています。 

また、ホテル・旅館等の宿泊施設や道後ハイカラ通りと呼ばれる道後商店街、外湯施設を

中心に観光施設や歴史文化施設、商業施設等で構成される道後温泉地区は、四国・松山を代

表する観光地です。 

本市では、重要な観光資源である道後温泉外湯 3館や 4つの分湯場、18の源泉、3つの駐

車場といった施設を道後温泉事業（観光施設事業（その他観光施設））として運営しており、

運営及び管理に必要な経費を受益者からの料金収入によって賄う「独立採算制」の公営企業

として経営しています。 

そのような中、松山市道後温泉事業特別会計では、本市のシンボルといえる国の重要文化

財である本館を令和 6年末まで、営業しながらの保存修理工事を行いました。その工事によ

る本市全体の経済的影響（経済波及効果の減少）は、平成 24年度に「営業しながらの本館

保存修理工事」を約 11年間実施した場合、約 466億円と試算され、その影響を最小限に抑

えるため、本館保存修理工事計画の見直しや、様々な活性化策に取り組んできました。そし

て、平成 27 年度には、本館改築 130 周年を迎える令和 6 年度までの 10 年間を計画期間と

して、地元関係者等を中心に官民協働で取り組む「道後温泉活性化計画」や「賑わい創出・

魅力向上の総合的な対策」（以下「活性化計画等」といいます。）を取りまとめ、道後温泉事

業特別会計とは別に、松山市の一般会計で様々な取組を行っています。 

なお、松山市一般会計で取り組んでいる事業と道後温泉事業特別会計で取り組んでいる

道後温泉事業は、観光施設事業（その他観光施設）に区分されており、事業の所管とそれぞ

れの目的は次のとおりです。 

 

＜道後温泉に関連する事業の区分＞ 

            

         

                  

  

   

  

  

  

 

①「松山市道後温泉事業特別会計」 

道後温泉事業 

（観光施設事業（その他観光施設）） 

総務管理事業 

浴場管理事業 

物品販売事業 

源泉管理事業 

源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業 

道後温泉本館保存修理事業ほか 

 

②「松山市一般会計」 

道後温泉活性化事業 ほか 
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①「道後温泉事業特別会計」道後温泉事業（観光施設事業（その他観光施設）） 

道後温泉外湯 3館や 4つの分湯場、18の源泉、3つの駐車場といった施設の運営・維持管

理を行っています。 

②「松山市一般会計」道後温泉活性化事業ほか 

本市最大の観光資源である本館の保存修理工事を実施するに当たり、予測される観光客

数減少に伴う経済的影響の緩和を目的に、市の観光及び経済施策の一環としてソフト・ハー

ド両面から活性化策を講じています。 

人口減少や、施設の老朽化など経営環境が厳しさを増す中で、公営企業として運営してい

る①「道後温泉事業特別会計」道後温泉事業（観光施設事業（その他観光施設））について、

サービスの安定的な継続のためには、不断の経営健全化が欠かせません。そこで、道後温泉

を取り巻く環境や、自らの経営・課題について的確な現状分析を行った上で、中長期的な視

点に基づく計画的な経営に取り組むことが求められます。したがって、今後も将来にわたっ

て安定的に事業を継続していくための「投資試算」（施設・設備等費の見通し）と「財源試

算」（財源の見通し）を均衡させた「投資・財政計画」（収支計画）を中心とした「経営戦略」

を策定し、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組んでいきます。 

   

１．２ 経営戦略の位置付け 

 経営戦略の策定に当たっては、「第 6次松山市総合計画」と「松山市公共施設等総合管理

計画」、「松山市公共施設再編成計画」、「松山市人材育成・行政経営改革方針」を上位計画と

し、「道後温泉源泉井戸及び配湯施設等の改修実施計画（令和 2 年度～13 年度）」と「道後

温泉本館保存修理計画」を経営戦略の投資試算の骨格を成す計画とするとともに、「道後温

泉活性化計画」を関連計画として位置付け、整合性を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

各種事業など具体的な取組へ展開 

第６次松山市総合計画 

松山市公共施設等総合管理計画、松山市公共施設再編成計画 

松山市人材育成・行政経営改革方針 

松山市道後温泉事業経営戦略 

（基本方針・基本目標等） 

道後温泉源泉井戸及び配湯施設等の改修実施計画 

（令和 2 年度～13 年度） 

道後温泉本館保存修理計画 

道後温泉活性化計画 
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道後温泉事業で提供するサービス及び管理する施設設備については、これまでも利用さ

れるお客様や地域住民の満足度の向上と健全な経営に努めてきました。しかしながら、本館

をはじめとする施設や、源泉関連施設については、限られた湯量を安定的に確保するために

設備の更新・維持管理が必要不可欠であり、これまでも平成 20年度に策定した「道後温泉

源泉井戸及び配湯施設等の改修実施計画（平成 21年度～平成 31年度）」に基づき計画的な

改修を行っているものの、今後も恒久的に揚湯ポンプや配管、建屋の更新費用が生じてきま

す。また、今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少も危惧されており、公営企業

を取り巻く環境は厳しさを増していることから、不断の経営健全化の取組が求められてい

ます。 

このような中、公営企業が将来にわたって住民生活に重要なサービスの提供を安定的に

継続することが可能となるよう、総務省から発出された「公営企業の経営に当たっての留意

事項について」（平成 26年 8月 29日付け総財公第 107号、総財営第 73号、総財準第 83号、

総務省自治財政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業室長通知）や「「経営

戦略」の策定推進について」（平成 28年 1月 26日付け総財公第 10号、総財営第 2号、総財

準第 4号、総務省自治財政局公営企業課長、同公営企業経営室長、同準公営企業室長通知）

では、各地方公共団体に対して「経営戦略策定ガイドライン」が提示され、令和 2年度中の

「経営戦略」策定が要請されているところです。 

本市の道後温泉事業（観光施設事業（その他観光施設））でも、更なる利用者の満足度向

上及びより効率的な経営による経営基盤の強化を図るため、経営戦略を策定することとし

ました。 

 

  １．３ 計画概要 

（１）団体名：愛媛県松山市 

（２）事業名：松山市道後温泉事業（観光施設事業（その他施設）） 

（３）計画期間：令和 2年度～令和 11年度（10年間） 

  ただし、5年後に計画の見直しを行うとともに、事業を取り巻く社会経済情勢の変化等

により必要と認めるときは、随時見直しを行うこととします。 
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第２章 道後温泉事業特別会計の概要 

  ２．１ 施設の概要 

   ２．１．１ 入浴施設 

（１）施設      

① 本館 

区    分 神   の   湯 霊   の   湯 

所  在  地 松山市道後湯之町５番６号  TEL：921-5141 

開 設 年 月 明治 27 年 4 月 明治 32 年 11 月 

規 模 構 造 等        

     木造 3 階建   （一部 鉄筋コンクリート造） 

             敷地面積    1,546.86 ㎡ 

             延床面積    1,620.26 ㎡ 

営 業 時 間        

  2 階席 

  6:00～22:00（21:00 札止） 

  階下 

  6:00～23:00（22:30 札止） 

  2 階席 

  6:00～22:00（21:00 札止） 

  3 階個室 

  6:00～22:00（20:30 札止） 

    3 階貸切室  
 

② 椿の湯                                        

区   分 内          容 

 所  在  地 

 開 設 年 月 日        

 敷 地 面 積        

 延 床 面 積 

 規 模 構 造        

営 業 時 間        

松山市道後湯之町 19 番 22号  TEL：935-6586 

昭和 59 年 12 月 15 日 

3,127.00 ㎡(飛鳥乃湯泉、第１分湯場含む。) 

1,553.44 ㎡ 

鉄筋コンクリート造 2 階建 

6:30～23:00（22:30 札止） 

 

③ 飛鳥乃湯泉                               

区   分 内          容 

 所  在  地 

 開 設 年 月 日        

 敷 地 面 積        

延 床 面 積        

 規 模 構 造        

松山市道後湯之町 19 番 22号  TEL：932-1126 

平成 29 年 9 月 26 日 

3,127.00 ㎡(椿の湯、第１分湯場含む。) 

1,604.34 ㎡ 

鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地下 1 階地上 2 階建 

 営 業 時 間        

1 階浴室   6:00～23:00（22:30 札止） 

2 階大広間  6:00～22:00（21:00 札止） 

2 階個室   6:00～22:00（21:00 札止） 

2 階特別浴室 6:00～22:00（20:30 札止） 

    

２．１．２ 駐車場 

  ① 道後温泉駐車場（冠山） 

区   分 内          容 

 所  在  地 

 駐車可能台数 

松山市道後湯之町 4 番 30号 

100 台 

 営 業 時 間        5:30～23:30 
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② 祝谷東町駐車場（鷺谷） 

区   分 内          容 

 所  在  地 

 駐 車 可 能 台 数 

松山市祝谷東町 437 番地 1 

43 台 

 営 業 時 間        24 時間 

 

③ 松山観光臨時駐車場 

区   分 内          容 

 所  在  地 

 駐 車 可 能 台 数 

松山市道後姫塚 22 番 1 号 

60 台 

 営 業 時 間        開放日の 5:30～23:30（開放日は土日祝日・繁忙期などＨＰで公開） 

 

   ２．１．３ 源泉関連施設 

  源泉の状況 

区   分 内           容 

源  泉  数 

１日平均汲上量 

 内湯給湯区域 

 内湯給 湯 量     

 各 源 泉 状 況 

18 か所（アルカリ性単純泉） 

1,598m3 （令和 5 年度） 

道後地区内 37 軒 

１日  981m3（契約湯量） 

源泉名   湧出温度    湧出量 

第 3 号源泉  43.8℃    116.6Ｌ/分 

第 5 号源泉  41.0℃     46.6Ｌ/分 

第 6 号源泉  48.1℃     90.0Ｌ/分 

第 7 号源泉  41.4℃     58.3Ｌ/分 

第 8 号源泉  49.8℃    110.0Ｌ/分 

第 9 号源泉  46.6℃    116.7Ｌ/分 

第 11 号源泉   43.4℃     60.3Ｌ/分 

第 13 号源泉  36.1℃     83.3Ｌ/分 

第 14 号源泉  49.7℃     83.3Ｌ/分 

第 15 号源泉  29.3℃     91.6Ｌ/分 

第 17 号源泉  31.3℃     60.0Ｌ/分 

第 19 号源泉  23.3℃     30.0Ｌ/分 

第 21 号源泉  20.4℃      7.5Ｌ/分 

第 24 号源泉  55.0℃    350.0Ｌ/分 

第 25 号源泉  50.2℃    233.3Ｌ/分 

第 26 号源泉  52.0℃    277.4Ｌ/分 

第 28 号源泉  44.7℃     70.0Ｌ/分 

第 29 号源泉  24.7℃     83.3Ｌ/分 
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分湯場施設概要 

  第１分湯場 第２分湯場 第４分湯場 第５分湯場 

住所 道後湯之町 19 番 19 号 道後湯之町 4番 30号 道後湯之町 7番 30号 道後公園内 

延床面積(㎡) 185.86 554.65 90.8 29.42 

各階面積 

2 階 － 169.99 － － 

1 階 95.66 198.12 39.2 29.42 

地階 90.2 186.54 51.6 － 

構造 鉄筋コンクリート造 
鉄筋コンクリート造 

一部鉄骨造 
鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 

用途 

2 階 － 事務室 － － 

1 階 ポンプ室、分湯槽 
電気室、機械室、 

汽缶士控室 

見学室、見学槽、 

受湯槽 
分湯槽、ポンプ室 

地階 ボイラー室 ポンプ室、分湯槽 ポンプ室 － 

築（R5時点） 

  

平成 19 年完成 

（築 16 年) 

平成 12 年完成 

（築 23 年） 

平成 29 年完成 

（築 6 年） 

昭和 31 年 

（築 68 年） 

＊第３分湯は第１分場に統合されたため、現在は４施設 

 

  ２．２ 事業の概要 

   ２．２．１ 経常的事業 

    （１）総務管理事業 

      本館等の運営管理に伴う総務・経理的な事務的経費や、駐車場の土地賃貸借に

かかる経費などのための事務事業です。 

    （２）浴場管理事業 

      本館、椿の湯及び飛鳥乃湯泉浴場運営に係る経費などのための事務事業 

です。道後温泉事業施設の指定管理料が主なものです。 

    （３）物品販売事業【令和 7年度以降廃止予定】 

      石けん・シャンプー・リンス・タオルなどの販売のための仕入れを行う事業で 

す。※道後温泉本館に指定管理者制度を導入し、廃止予定。 

    （４）源泉管理事業 

      道後温泉外湯 3館や道後地区の各旅館・ホテルへ安定的に源泉を供給するた 

め、18か所ある源泉の維持管理を行う事業です。 

    （５）道後温泉地域振興事業補助事業及び道後村まつり事業補助事業 

      道後温泉の祭りを行うための地域への補助金事業です。 

    （６）職員人件費及び会計年度任用職員人件費 

      道後温泉事業に係る人件費を支払うための事務事業です。 
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   ２．２．２ 臨時的事業 

    （１）源泉井戸及び分湯場施設等の改修事業 

      源泉井戸・源泉地建物・分湯場の改修工事等を「道後温泉源泉井戸及び配湯施 

設等の改修実施計画」（令和 2年度～13年度）に基づき実施する事業です。 

    （２）道後温泉本館保存修理事業【令和 7年度以降廃止予定】 

      本市の観光のシンボルである国の重要文化財「道後温泉本館」の文化財的価値 

を維持し、将来の世代に受け継ぐため、地域経済への影響を考慮した工事方法に 

より耐震化を含めた保存修理工事を円滑に実施するもので、平成 31年 1月 15日 

に着手し、令和 6年 12月に完了しました。 

    （３）元利償還 

      平成 29年 12月 26日にグランドオープンした飛鳥乃湯泉新設、道後温泉本館

保存修理工事のため借り入れた元金及び利子を償還するものです。 

 

  ２．３ 料金等 

   ２．３．１ 入浴料金     

一般入浴料金・観覧料金（単位：円）令和 6 年 7 月 11 日時点 

区   分 大      人 小      人 

神 の 湯 階 下 

神 の 湯 ２ 階 席 

霊 の 湯 ２ 階 席 

〃 ３ 階 個 室 

又 新 殿 観 覧 

霊 の 湯 ３ 階 席 

（北・南） 

椿 の 湯 

道後温泉別館 1 階浴室 

道後温泉別館 2 階大広間 

道後温泉別館 2 階個室 

700 

1,300 

2,000 

2,500 

500 

1,300 

             ＋1 組 3,000 , 6,000  

450 

610 

1,280 

1,690 

350 

650 

1,000 

1,250 

250 

650 

 ※飛翔の間 3,000,しらさぎの間 6,000 

150 

300 

630 

830 

道後温泉別館 2 階特別浴室 
1,690 830 

＋1 組 2,040 

 

２．３．２ 駐車場料金 

区   分 料 金 備 考 

道後温泉駐車場（冠山） 

祝谷東町駐車場（鷺谷） 

松山観光臨時駐車場 

30 分 100 円 

30 分 100 円 

無 料 

泊まり 20：30～8：30 720 円（入浴者は 1 時間分無料） 

1 時間までは無料 

開放日以外は利用不可 

 

   ２．３．３ 旅館内湯使用料 

   内湯の使用料は、180リットル当たり月額 47.3円です。 

内湯の供給量は 1旅館業者等につき 6口までとし、1日 1口当たりの湯量はおおむね 

9,000リットルと定めています。なお、内湯の給湯区域は、道後地区としています。 
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２．３．４ 売店商品 

＜主な売店商品について＞ ※令和 7 年 3 月時点 

 （本館）  

貸タオル 100 円 オリジナルタオル 300 円 

   貸バスタオル 300 円 みかん石けん 50 円 

 （飛鳥乃湯泉）                             

   貸タオル 100 円 貸バスタオル 300 円 オリジナルタオル 600 円 

   オリジナルバスタオル 2,000 円 

 （椿の湯） 

貸タオル 100 円 シャンプー・リンス各 50 円 みかん石けん 50 円 

 

   ２．３．５ 行政財産の目的外使用料 

    道後温泉事務所所管敷地内で、行政財産の使用に支障のない範囲で、自動販売機の 

設置による据置料等や、広告設置に伴う使用料の徴収を行っています。 

     また、飛鳥乃湯泉中庭の使用についても、公共的な利用に限り許可を行い、その 

使用料の徴収も行っており、収入の確保に努めています。 

 

  ２．４ 組織の概要 

道後温泉事務所 16名（道後温泉事業特別会計）（所属：松山市 産業経済部） 

 所長 1名 

 道後温泉経営グループ   施設管理グループ 

  事務職員 7名       技師   2名 

                              事務職員 1名 

                汽缶士  5名 

 

  ２．５ 利用者及び需要の状況 

   ２．５．１ 入浴施設利用者状況 

入浴者数                                                 （単位：人） 

区  分 本館 椿の湯 飛鳥乃湯泉 3 館合計 

令和 3 年度 115,099 217,969 114,070 447,138 

令和 4 年度 185,773 241,056 246,025 672,854 

令和 5 年度 263,029 250,602 300,327 813,958 

 

入浴料等収入                               （単位：円） 

区  分 浴場使用料 又新殿観覧手数料 器具使用料 合計 

令和 3 年度 191,799,550 872,910 3,018,870 195,691,330 

令和 4 年度 322,870,450 5,788,310 3,581,000 332,239,760 

令和 5 年度 412,409,460 5,938,590 3,739,440 422,087,490 

 

本館業務委託 

飛鳥乃湯泉・椿の湯指定管理 
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   ２．５．２ 駐車場利用状況 

駐車場利用台数 ※松山観光臨時駐車場は無料開放のため台数不明 （単位：台） 

区   分 道後温泉駐車場（冠山） 祝谷東町駐車場（鷺谷） 合計 

令和 3 年度 50,629 17,894 68,523 

令和 4 年度 69,642 20,919 90,561 

令和 5 年度 80,746 21,989 102,735 

 

駐車場利用料収入 ※松山観光臨時駐車場は無料 （単位：円） 

区   分 道後温泉駐車場（冠山） 祝谷東町駐車場（鷺谷） 合計 

令和 3 年度 10,813,470 1,415,200 12,228,670 

令和 4 年度 18,840,300 2,370,900 21,211,200 

令和 5 年度 23,037,770 2,976,520 26,014,290 

    

２．５．３ 旅館内湯利用状況 

旅館内湯送湯量 （単位：ｔ） 

区   分 旅館内湯送湯量 

令和 3 年度 313,867 

令和 4 年度 331,267 

令和 5 年度 320,717 

 

旅館内湯使用料収入 （単位：円） 

区   分 旅館内湯使用料 

令和 3 年度 81,393,859 

令和 4 年度 87,281,706 

令和 5 年度 84,543,806 

 

   ２．５．４ 売店売上金等状況 

売店売上金及び自動販売機据置料等収入 （単位：円） 

区   分 売店売上金 自動販売機据置料等 合計 

令和 3 年度 20,109,076 19,807,403 39,916,479 

令和 4 年度 36,804,109 18,672,785 55,476,894 

令和 5 年度 47,530,394 20,847,493 68,377,887 
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  ２．６ 経営の状況 

   ２．６．１ 形式収支の推移 

    道後温泉事業の令和 2年度から令和 5年度までの形式収支の推移は、以下のグラ 

フのとおりです。新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、特別会計で不足する歳 

入を一般会計から繰り入れ、形式収支は収支均衡、または、翌年度へ繰り越すべき財 

源となっています。 

 

    

２．６．２ 収益的収支の推移 

道後温泉事業の令和 2年度から令和 5年度までの収益的収支の推移は、以下のグ 

ラフのとおりです。収入は令和 2年度から新型コロナウイルス感染症の影響を受け 

ていますが、徐々に回復しています。支出は物価や人件費の上昇などを受け増加傾 

向です。

 

 

1,183,437 1,163,527 

1,336,518 
1,312,376 

1,021,231 1,073,038 

1,336,518 1,287,076 

162,206 
90,489 
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0
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収益的収支推移

収入（千円） 支出（千円） 収益的収支（千円）
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   ２．６．３ 資本的収支の推移 

道後温泉事業の令和 2年度から令和 5年度までの資本的収支の推移は、以下のグ 

ラフのとおりです。前年度からの繰越事業があった場合、繰越金は資本的収入に含ま 

れないことなどから、資本的収支がマイナスとなる年度がありました。 

 

 

    

２．６．４ 経営指標の推移 

    ２．６．４．１ 収益性に関する指標の推移 

    3つの指標ともに新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和 2年度は 100％を 

下回りましたが、徐々に回復傾向にあります。 

    ＜収益性に関する指標の推移＞    

指標名 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 

経常収支比率（％） 87.8% 103.2% 89.8% 104.3% 

営業収支比率（％） 63.8% 63.6% 71.8% 93.4% 

料金回収率（％） 63.6% 63.4% 71.6% 93.1% 

・経常収支比率＝経常収益÷経常費用×100（％） 

・営業収支比率＝営業収益÷営業費用×100（％） 

・料金回収率＝料金収入÷供給原価（経常費用）×100（％） 

    （＊料金収入は、後納で料金分として受け取っている福祉負担金等を含む。） 

  

431,270 428,016

594,206 610,868

398,781

479,687

610,784 614,303

32,489 △ 51,671 △ 16,578 △ 3,435

△ 100,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

R2 R3 R4 R5

資本的収支推移

収入（千円） 支出（千円） 資本的収支（千円）
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    ２．６．４．２ 資金確保状況に関する指標の推移 

      更新充当可能資金対事業収益比率、更新充当可能資金対建設改良費比率の水準は、 

令和 6年度まで、道後温泉本館保存修理工事に活用するために積み立てた基金を取 

り崩しながら、同工事を行っているため、徐々に低下しています。 

 ＜資金確保状況に関する指標の推移＞ 

指標名 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 Ｒ5年度 

更新充当可能資金対事業収益比率（％） 192.6% 143.6% 106.9% 72.8% 

更新充当可能資金対建設改良費比率（％） 244.6% 195.4% 126.1% 92.0% 

・更新充当可能資金対事業収益比率＝更新充当可能資金÷事業収益×100（％） 

・更新充当可能資金対建設改良費比率＝更新充当可能資金÷当年度建設改良費×100（％）

（＊更新充当可能資金は当該年度の道後温泉事業施設整備基金残高を表す） 

 

    ２．６．４．３ 投資状況に関する指標の推移 

    有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標 

であり、施設の老朽化度合いを表しています。本館の保存修理工事が進み、有形固定 

資産減価償却率は低下しています。 

 ＜更新投資状況に関する指標の推移＞ 

 Ｒ2年度 Ｒ3年度 Ｒ4年度 

減価償却累計額（千円） 5,270,527 5,660,018 6,279,455 

取得価額（千円） 2,680,030 2,767,274 2,859,462 

有形固定資産減価償却率（％） 50.8 48.9 45.5 

・有形固定資産減価償却率＝有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100（％） 

※R5年度は集計中 

 

   ２．６．５ 道後温泉事業施設整備基金の残高推移 

施設の更新に備え、条例に基づき基金を積み立てています。現時点では、本館保存

修理工事及び源泉施設更新充当財源の確保ができている状況です。 

 繰入（取崩）額 積立額 基金残高 

R２年度 122,187千円 92,709千円 896,001千円 

R３年度 110,591千円 37,926千円 823,336千円 

R４年度 126,616千円 0円 696,720千円 

R５年度 186,059千円 0円 510,661千円 
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   ２．６．６ 地方債の推移 

    施設の更新や新設のため、基金の活用と併せ、年度間負担の平準化を目的に、地方

債の借入れを行っています。 

 

    ２．６．６．１ 地方債残高の推移 

年度 残高（千円） 

Ｒ２ ９９６，０６４ 

Ｒ３ ９９６，６６０ 

Ｒ４ １，０３８，７５６ 

Ｒ５ １，０４３，８０６ 

 

    ２．６．６．２ 地方債償還推移 

年度 元金償還（千円） 利子償還（千円） 

Ｒ２ ３２，４００ １，９８０ 

Ｒ３ ５８，３０４ １，９６２ 

Ｒ４ ５８，３０４ ２，００６ 

Ｒ５ ５９，１５０ ２，５０８ 
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第３章 将来の事業環境 

  ３．１ 現状分析と今後の動向 

   ３．１．１ 道後温泉３館の入浴客数の推移 

    道後温泉３館の入浴客数の年度ごとの推移は下記のとおりです。 

   飛鳥乃湯泉が平成 29年度に営業を開始し、以降は 3館で営業しています。3館営業 

   初年度の平成 29年度の入浴客数は、約 113万 5千人でした。本館の保存修理工事 

が開始された平成 30年度まで同水準で推移し、その後は、コロナの影響を受け減 

少に転じています。 

特に、令和 3年度はコロナの感染拡大防止のために本館と飛鳥乃湯泉を 95日間 

   臨時休館したことなどで、3館の入浴客数は約 45万人まで落ち込みましたが、令和 

5年度は約 81万人まで回復しています。特に、飛鳥乃湯泉は入浴客数が大きく増 

え、過去最高となりました。 

 

  本館 飛鳥乃湯泉 椿の湯 3館 

H29 802 千人 131千人 202千人 1,135千人 

H30 690千人 198千人 248千人 1,136千人 

H31 488千人 223千人 288千人 999千人 

R2 174千人 102千人 208千人 484千人 

R3 115千人 114千人 218千人 447千人 

R4 186千人 246千人 241千人 673千人 

R5 263千人 300千人 251千人 814千人 
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H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5

→コロナ拡大 

H29.9.26 飛鳥乃湯泉プレオープン 

H29.9.26～12.26 椿の湯改修工事（休館） 

H29.12.26 飛鳥乃湯泉グランドオープン 

H31.1.15～R6.12.20本館保存修理工事 

コロナの影響による臨時休館（その他休館除く） 

R2：本館・飛鳥：62日間 

R3：本館・飛鳥：95日間 

本館 飛鳥 椿 

単位：千人 
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   ３．１．２ 道後温泉３館の入浴客数の将来推計 

    道後温泉事業特別会計の収支シミュレーションをするために、令和５年度に令和 

７年度以降の入浴客数の将来推計を行いました。入浴客数は、近年コロナの感染拡大 

や本館の保存修理工事など、特殊要因の影響を大きく受けているため、コロナ禍前 

や保存修理工事前のデータを基に推計しています。 

 

 
 

  ３．２ 収益的収入の見通し 

   ３．２．１ 浴場使用料及び観覧料収入の見通し 

 浴場使用料及び観覧料収入は、令和６年度に本館が全館営業を再開するとともに、    

料金改定を行ったことから令和５年度実績（４１８，３４８千円）から大きく増加す

ることを見込んでいます。 

 

   ３．２．２ 駐車場使用料収入の見通し 

駐車場使用料収入は、浴場利用者数との相関関係にあるため、令和５年度実績 

（２６，０１４千円）から増加することを見込んでいます。 

 

   ３．２．３ 旅館内湯使用料収入の見通し 

    旅館内湯使用料は、これまでの実績と同水準を見込んでいます。 

 

   ３．２．４ 売店売上金収入の見通し 

    売店売上金収入は、年間３５，０００千円程度で見込んでいます。令和６年度から

民間事業者のアイデアやノウハウを活用し、売上金の向上に繋げるために、売店販売

263 
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300 
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本館 飛鳥 椿 

令和７年度以降の道後温泉３館の入浴客数の将来推計 （単位：千円） 
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は指定管理者の自主事業としました。市の収入は売上額に手数料率を乗じた売上手

数料となり、市の売店商品仕入れにかかる支出はなくなりました。 

 

   ３．２．５ 行政財産の目的外使用料収入の見通し 

    自動販売機の売上に伴う設置料などは、これまでの実績をもとに、年間７，５００

千円程度で見込んでいます。 

 

  ３．３ 資本的収入の見通し 

   ３．３．１ 国庫補助金収入の見通し 

    本館保存修理工事の完了後は、国庫補助金収入は皆減を見込んでいます。 

 

３．３．２ 市債収入の見通し 

本館保存修理工事の完了後は、市債は皆減を見込んでいます。なお、借換債は考慮

していません。 

 

   ３．３．３ 一般会計繰入金の見通し 

    道後温泉地域の更なる魅力向上策として、「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉」を平成 29

年に整備し、その財源として国庫補助金と観光施設事業債を活用しました。なお、施

設の目的が観光施策の一環でもあることから、地方債の元利償還金を一般会計と特

別会計で折半し、繰り入れることとしています。 

 

   ３．３．４ 道後温泉事業施設整備基金繰入金の見通し 

    源泉井戸等の更新など施設整備にかかる事業の財源として基金を繰入れることと

します。 

 

 第４章 経営の基本方針 

   経営戦略の基本的な考え方 

 経営戦略は、各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的

な 10か年以上の経営の基本計画です。その中心となる「投資・財政計画」は、施設・設備

に関する投資の見通しを試算した計画（以下「投資試算」といいます。）と、財源の見通し

を試算した計画（以下「財源試算」といいます。）を構成要素とし、投資以外の経費も含め

た上で、収入と支出が均衡するように調整した中長期の収支計画です。 

なお、ここでいう「収支均衡」は、実質収支が計画期間内で黒字となることです。 

    

４．１ 基本理念 

   第６次松山市総合計画に掲げる将来都市像である、 
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「人が集い 笑顔 広がる 幸せ実感都市 まつやま」の一翼を担うべく、 

「訪れる人々に癒やしと明日への活力を提供する歴史と文化が薫る道後温泉」を目指 

します。 

 

４．２ 基本目標 

   基本理念の実現に向け、第 6次松山市総合計画に掲げるまちづくりの基本目標の 

3つの項目の実現に取り組みます。 

・地域の魅力・活力があふれるまちの実現に貢献する道後温泉 

・健全で豊かな心を育むまちの実現に貢献する道後温泉 

・生活に安らぎのあるまちの実現に貢献する道後温泉 

 

  ４．３ 基本方針 

   3つの基本目標の実現に向け、3つの基本方針の下、経営に取り組みます。 

・観光産業の振興 

     松山を代表する観光資源に磨きをかけ情報発信をするとともに、おもてなしの 

    心の醸成に努め、観光客に楽しんでいただける経営を推進します。 

   ・文化遺産の継承 

     重要文化財である道後温泉本館の価値を保全し、後世に受け継いでいくため、保 

    存修理に取り組みます。 

・生活衛生の向上 

  入浴施設の適正な衛生管理の徹底や、感染症の予防を行い、安心して利用できる 

 環境を作ります。 

 

  ４．４ 経営目標 

  ・観光産業の振興 

    「経営の基本方針」及び「経営の戦略」の取組を推進することにより、利用者数の 

増加を図っていくとともに、観光産業の振興にも貢献していきます。 

       

  ・安定的経営の持続 

    ＜収益性に関する目標指標＞ 

料金回収率が 100％を超えるよう、経費節減と受益者負担の原則に基づく適正な 

料金設定に努めます。 

    ＜資金確保に関する目標指標＞ 

     更新充当可能資金対事業収益比率が 100％を超えるようにし、将来の更新に備 

え、過度に基金を取り崩さず、弾力的な財政運営ができるように努めます。 
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＜投資に関する目標指標＞ 

有形固定資産減価償却率が 60％以内を目標とし、少なくとも 70％を超えないよ

う、老朽化に対する施設更新を適切に実施し、計画的な保全による長寿命化の推進

を図ります。 

 

    ・文化遺産の継承 

     道後温泉事業施設などを活用し、道後温泉の歴史と伝統を継承します。 

 

    ・生活衛生の向上 

     レジオネラ菌の発生ゼロを維持し、お客様に安心して利用していただけるよう 

努めます。 

 

 第５章 投資・財政計画（収支計画） 

  ５．１ 投資・財政計画（収支計画） 

   ＊章末参照 

 

  ５．２ 投資・財政計画（収支計画）策定に当たっての説明 

    ５．２．１ 投資についての説明 

  （１）道後温泉本館（国の重要文化財）の保存修理工事について 

    明治 27年改築の国の重要文化財である本館の保存修理工事を平成 31年から令和 

6年まで実施し、未来に遺していきます。令和 6年度以降は本館の保存活用に努めま 

す。 

＊（参考資料）「道後温泉本館保存修理計画（概要）」参照 

 

  （２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修について 

    源泉の保全と安定供給を目的に、施設の改修の計画的な実施と経費の平準化を意 

   識し取り組みます。 

＊（参考資料）「道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修実施計画（令和 2～13年度）」

参照 

 

    ５．２．２ 財源についての説明 

  （１）本館保存修理工事費については、国庫補助対象事業費の 1/2に当たる 11億円が 

国庫補助、補助対象残額の 1/2に一般会計繰入金、1/2に特別会計の道後温泉事業施設 

整備基金を充当します。補助対象外経費については、市債及び特別会計の使用料収入を 

充当します。 
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  （２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修については、主に道後温泉事業施設 

整備基金を充当します。 

 

    ５．２．３ 投資以外の経費についての説明 

  （１）職員給与費 

   組織内の人員配置の見直しや、民間事業者への外部委託を進めることにより、業務の 

効率化と人件費の縮減を図ってきました。今後も同等規模の人員配置により効率的に 

業務を遂行します。 

 

  （２）委託料 

   本館の部分委託と、飛鳥乃湯泉及び椿の湯の指定管理者制度導入により業務の効率 

化と経費の縮減を図っています。今後も同等程度の規模で推移する見込みですが、更な 

る業務の見直しにより経費の縮減に努めます。 

 

   ５．３ 投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や 

       今後検討予定の取組の概要 

    ５．３．１ 投資について 

   源泉井戸及び配湯施設整備等の改修が一巡し、めどがついた後に、源泉からの配管等 

の老朽化に対する施設更新に着手する必要があり、計画を立案し進めます。 

 

    ５．３．２ 財源について 

   本館保存修理工事後の本館営業形態を考慮しつつ、適正な使用料の設定について検 

討する必要があります。また、旅館内湯使用料についても、その維持管理経費とのバラ 

ンスを考慮しながら、持続可能かつ適正な料金の検討を行います。 

 

    ５．３．３ 投資以外の経費について 

   道後温泉事業施設は指定管理者制度を導入しています。引き続き、効率的な経営を検 

討していきます。 

 

  第６章 経営戦略の事後検証、更新等に関する事項 

  本経営戦略は、毎年度進捗管理を行うとともに、5年に一度を目安として見直しを行い

ます。なお、社会情勢の変化等により必要と認めるときは、随時見直しを行うこととしま

す。 

見直しでは、戦略の進捗状況、投資・財政計画との乖離
か い り

の状況やその原因に対する分析

を行い、その結果を見直し後の戦略へ反映していくこととし、ＰＤＣＡサイクルを継続的

に実施していきます。 
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  あわせて、各種経営指標を活用し、類似団体との比較や歴年比較を行うなどして、経営 

 状況を的確に把握し、経営の健全化及び効率化に取り組みます。 



：

：

： 令和 3 年 3 月 ※令和７年３月中間見直し

： 令和 2 年度 令和 11 年度

※複数の施設を有する事業にあっては、施設ごとの状況が分かるよう記載すること。

１．事業概要

（１）

人

事 業 の 内 容
道後温泉本館（以下本館といいます。）、椿の湯及び道後温泉別館 飛鳥乃湯泉（以下飛鳥乃湯泉といいます。）の３
つの温泉施設経営、駐車場運営、源泉管理及び旅館・ホテルへの温泉送湯業務

民 間 活 用 の 状 況

 ア　民間委託

 イ　指定管理者制度
道後温泉事業施設（本館、椿の湯、飛鳥乃湯泉、駐車場）に指定管理者制度
導入

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ

職 員 数 16

策 定 日

計 画 期 間 ～

事　業　形　態

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法非適用 事 業 開 始 年 度

別添１０－１

松山市道後温泉事業経営戦略

団 体 名 松山市

事 業 名 道後温泉事業

明治27年度

事 業 の 種 類 観光施設事業（その他観光施設） 施 設 名 道後温泉



（２） 料　金　形　態

（３） 現在の経営状況

２．将来の事業環境

（１） 入浴客数の見通し

【上記の収益、資産等の状況等を踏まえた現在の経営状況の分析】
令和６年７月１１日に本館の料金改定を行い、令和６年１２月２０日に本館の保存修理工事が完了したことから、今後は上記数値が回復していくことを見
込んでいる。

令和５年度にコンサル事業者の支援を受け、実施した入浴客数の将来推計では、'令和７年度は本館が１年間を通して全館で営業することから、それ以
前と比較して、本館入浴客数は大きく回復するものの、令和１０年度には７０万人を下回り、その後も徐々に減少することを見込んでいます。この見通し
は、近年コロナの感染拡大や本館の保存修理工事など、特殊要因の影響を大きく受けているため、コロナ禍前や保存修理工事前のデータを基に推計し
ています。

集計中

企業債残高対料金収入比
率

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載
R3 158.2% R4 121.0% R5 105.8%

有形固定資産減価償却率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

R3 48.9% R4 45.5% R5

85.6%

他 会 計 補 助 金 比 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

R3 30.5% R4 18.1% R5 16.3%

経 費 回 収 率
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

R3 57.4% R4 66.3% R5

813,958人

経 常 収 支 比 率
（ 又 は 収 益 的 収 支 比 率 ）
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

R3 103.2% R4 89.8% R5 104.3%

料 金 の 概 要 ・ 考 え 方

【料金体系の現状】
本館　大人700円　小人350円、飛鳥乃湯泉　大人610円、小人300円、椿の湯　大人400円、小人150円
旅館内湯使用料　180リットル当たり月額47.3円
・令和6年7月11日の本館全館営業再開にあわせて、本館の料金を改定した

料 金 改 定 年 月 日
（消費税のみの改定は含ま
な い ）

令和6年7月11日

年 間 利 用 状 況
※ 単 位 を 明 記 す る こ と
※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

R3 447,138人 R4 672,854人 R5



（２）

（３）

（４）

３．経営の基本方針

組織の見通し

現在、本館は、一部民間委託を導入し、飛鳥乃湯泉及び椿の湯は指定管理者制度を導入し、経営を行っています。将来的には、更なる業務の効率化と
民間委託及び指定管理者制度の導入を検討し、最小の経費で最大の効果を挙げることができるよう組織について見直しを図っていくこととしますが、大
規模事業である本館保存修理事業の完了までは、現状の体制を維持することとしています。

第6次松山市総合計画に掲げるまちづくりの一環として連動させる中で、以下の3つの基本方針のもと経営に取り組みます。
・観光産業の振興
　　　松山を代表する観光資源に磨きをかけ情報発信をするとともに、おもてなしの心の醸成に努め、観光客に楽しんでいただける経営を推進します。
・文化遺産の継承
　　　重要文化財である本館の価値を保全し、後世に受け継いでいくため、保存修理に取り組みます。
・生活衛生の向上
　　　入浴施設の適正な衛生管理の徹底や、感染症の予防を行い、安心して利用できる環境を作ります。

料金収入の見通し

【浴場使用料及び観覧料収入の見通し】浴場使用料と観覧手数料は、令和６年度に本館が全館営業を再開するとともに、料金改定を行ったことから令
和5年度実績（４１８，３４８千円）から大きく増加することを見込んでいます。

【駐車場使用料収入の見通し】駐車場収入は、浴場利用者数との相関関係にあるため、令和５年度実績（２６，０１４千円）から増加することを見込んでい
ます。

【旅館内湯使用料収入の見通し】これまでの実績と同水準を見込んでいます。
　
【売店売上金収入の見通し】売店売上金収入は、年間３５，０００千円程度で見込んでいます。令和６年度から民間事業者のアイデアやノウハウを活用
し、売上金の向上に繋げるために、売店販売は指定管理者の自主事業としました。市の収入は売上額に手数料率を乗じた売上手数料となり、市の売店
商品仕入れにかかる支出はなくなりました。

【行政財産の目的外使用料収入の見通し】自動販売機の売上に伴う設置料などは、これまでの実績をもとに、年間７，５００千円程度で見込んでいます。

施設の見通し

国の重要文化財である本館については、平成31年1月から営業しながらの保存修理工事に着手し、令和６年１２月中に完了しました。また、道後温泉事
業で所有している源泉井戸や分湯場などの配湯施設は、「道後温泉源泉井戸及び配湯施設等の改修実施計画」に基づき、順次、予防保全による長寿
命化を念頭に、経費の平準化を図りつつ、計画的に実施していくこととしています。



４．投資・財政計画（収支計画）

（１） 投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２） 投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

①　収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

目 標

＜収益性に関する目標指標＞
料金回収率が100％を超えるよう、経費節減と受益者負担の原則に基づく適正な料金設定に努めます。
＜資金確保に関する目標指標＞
更新充当可能資金対事業収益比率が100％を超えるようにし、将来の更新に備え、過度に基金を取り崩さず、弾力
的な財政運営ができるように努めます。

（１）本館保存修理工事費については、国庫補助対象事業費の1/2が国庫補助、残額の1/2に一般会計繰入金、1/2に特別会計の道後温泉事業施設整
備基金を充当します。補助対象外経費については、市債と特別会計使用料収入を充当します。

（２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修については、主に道後温泉事業施設整備基金を充当します。

（１）職員給与費
　組織内の人員配置の見直しや、民間事業者への外部委託を進めることにより、業務の効率化と人件費の縮減を図ってきました。今後も同等規模の人
員配置により効率的に業務を遂行します。

（２）委託料
　道後温泉事業施設の指定管理者制度導入により業務の効率化と経費の縮減を図っています。今後も同等程度の規模で推移する見込みですが、更な
る業務の見直しにより経費の縮減に努めます。

目 標

＜投資に関する目標指標＞
有形固定資産減価償却率が60％以内を目標とし、少なくとも70％を超えないよう、老朽化に対する施設更新を適切
に実施し、計画的な保全による長寿命化の推進を図ります。

（１）本館（国の重要文化財）の保存修理工事について
　　明治27年改築の国の重要文化財である本館の保存修理工事を平成31年から令和6年まで実施し、未来に遺していきます。
＊（参考資料）「道後温泉本館保存修理計画（概要）」参照

（２）道後温泉源泉井戸及び配湯施設整備等の改修について
　　源泉の保全と安定供給を目的に、施設の改修を計画的な実施と経費の平準化を意識し取り組みます。
＊（参考資料）「道後温泉源泉井戸及び配湯施設等の改修実施計画（令和2年度～13年度）参照



①　今後の投資についての考え方・検討状況

②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

そ の 他 の 取 組 現時点では特に予定なし。

委 託 料
道後温泉事業施設の指定管理者制度導入により業務の効率化と経費の縮減を図っています。業務効率の見直しに
より経費の縮減に努めます。

管 理 運 営 費 業務の効率化について不断の検討を行い、実行可能なものについては早期に取り組み、経費の縮減に努めます。

職 員 給 与 費
組織内の人員配置の見直しや、民間事業者へのアウトソーシングを進めることにより、業務の効率化と、人件費の縮
減を図ってきました。今後も同等規模の人員配置により効率的に業務を遂行します。

繰 入 金 独立採算による健全経営が図れるように努めます。

資産の有効活用等による
収 入 増 加 の 取 組

現時点では特に予定なし

そ の 他 の 取 組 現時点では特に予定なし

料 金
本館保存修理工事後の使用料収入を考慮しつつ、適正な使用料の設定について検討する必要があります。また、旅
館内湯使用料についても、その維持管理経費とのバランスを考慮しながら、持続可能かつ適正な料金の検討を行い
ます。

稼 働 率 ・ 利 用 者 数
「経営の基本方針」及び「経営の戦略」の取組を推進することにより、利用者数の増加を図っていくとともに、観光産業
の振興にも貢献していきます。

企 業 債
将来に過度な負担とならないよう適切な借入れや借換えによる、経費支出の年度間の平準化を行い、経営の安定を
図ります。

民 間 活 用 より一層の業務効率化の上に、民間委託や指定管理者制度の拡充等について検討していきます。

投 資 の 適 正 化
投資の適正化については、各種目標数値の維持を念頭に、経費の平準化を図りつつ、計画的に実施することとしま
す。

そ の 他 の 取 組
源泉井戸及び配湯施設整備等の改修が一巡し、目途がついた後に、源泉からの配管等の老朽化に伴う更新に着手
する必要があり、計画を立案し、更新を進めます。

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

※投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その内容等を記載すること。
　また、 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の解消に向けた取組の方向性、検討体
制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。



５．公営企業として実施する必要性など

６．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

本経営戦略は、毎年度進捗管理を行うとともに、5年に一度を目安として見直しを行います。なお、社会情勢の変化等
により必要と認めるときは、随時見直しを行うこととします。見直しでは、戦略の進捗状況、投資・財政計画との乖離
の状況やその原因に対する分析を行い、その結果を見直し後の戦略へ反映していくこととし、ＰＤＣＡサイクルを継続
的に実施していきます。あわせて、各種経営指標を活用し、類似団体との比較や歴年比較を行うなどして、経営状況
を的確に把握し、経営の健全化及び効率化に取り組みます。

事 業 の 意 義 、 提 供 す る
サ ー ビ ス 自 体 の 必 要 性

本事業は、本館及び飛鳥乃湯泉を重要な観光資源として活用することで、本市の観光産業の振興に寄与しているも
のであります。また、貴重な温泉資源を維持管理し、供給することによって、ホテル・旅館の経営に貢献しています。

公営企業として実施する必
要 性

本館は国の重要文化財であることから、松山市として管理する必要があり、源泉の維持管理についても、公営企業と
して供給を行うことが望ましいと考えます。



様式第2号（法非適用企業）　　　　　　　　　　　　　　　　　投資・財政計画
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（収支計画）

（単位：千円，％）
年　　　　　　度

区 分

1 (A) 877,918 640,038 465,121 573,305 651,823 701,508 581,158 1,038,077 1,027,986 1,017,849 1,007,678 997,475

（１） (B) 839,886 633,834 336,839 352,272 519,476 626,172 579,634 1,036,673 1,026,702 1,016,685 1,006,634 996,553

ア 679,897 533,883 284,754 289,314 440,733 532,646 487,444 969,984 960,370 950,711 941,021 931,302

イ (C)

ウ 159,989 99,951 52,085 62,958 78,743 93,526 92,190 66,689 66,332 65,974 65,613 65,251

（２） 38,032 6,204 128,282 221,033 132,347 75,336 1,524 1,404 1,284 1,164 1,044 922

ア 943 1,004 124,782 217,092 128,466 71,515 762 702 642 582 522 461

イ 37,089 5,200 3,500 3,941 3,881 3,821 762 702 642 582 522 461

２ (D) 746,184 618,754 529,741 555,425 725,734 672,773 695,783 869,909 869,416 868,822 909,821 909,184

（１） 743,619 616,045 527,761 553,463 723,728 670,265 693,143 865,591 865,204 864,816 906,058 905,677

ア 246,281 119,178 92,619 82,383 92,688 92,834 124,000 69,240 69,240 69,240 69,240 69,240

イ 497,338 496,867 435,142 471,080 631,040 577,431 569,143 796,351 795,964 795,576 836,818 836,437

（２） 2,565 2,709 1,980 1,962 2,006 2,508 2,640 4,318 4,212 4,006 3,763 3,507

ア 1,885 2,009 1,980 1,962 2,006 2,508 1,960 3,638 3,532 3,326 3,083 2,827

イ 680 700 680 680 680 680 680 680

３ (E) 131,734 21,284 (64,620) 17,880 (73,911) 28,735 (114,626) 168,168 158,570 149,027 97,857 88,291

1 (F) 195,623 331,240 431,270 428,016 594,206 610,868 333,627 136,666 77,024 118,242 87,953 115,458

（１） 14,400 44,500 58,900 100,400 64,200 28,300

（２） 52,303 93,947 102,050 98,244 113,072 138,524 52,217 29,152 29,152 29,152 29,152 29,152

（３）

（４）

（５） 51,120 130,693 162,533 161,222 254,999 222,906 126,013

（６）

（７） 92,200 92,200 122,187 109,650 125,735 185,238 127,097 107,514 47,872 89,090 58,801 86,306

２ (G) 139,242 319,836 398,781 479,687 610,784 614,303 401,371 135,730 76,134 117,498 87,392 115,092

（１） 134,632 302,710 366,381 421,383 552,480 555,153 294,255 70,500 5,000 42,000 10,300 38,000

（２） (H) 4,610 17,126 32,400 58,304 58,304 59,150 107,116 65,230 71,134 75,498 77,092 77,092

（３）

（４）

（５）

３ (I) 56,381 11,404 32,489 (51,671) (16,578) (3,435) (67,744) 936 890 744 561 366

(J) 188,115 32,688 (32,131) (33,791) (90,489) 25,300 (182,370) 169,104 159,460 149,771 98,418 88,657

(K) 120,000 91,501 92,709 37,926 169,104 159,459 149,770 98,419

(L) 277,743 345,858 287,046 162,206 90,489 169,103 159,458 149,771 98,419

(M)

(N) 345,858 287,045 162,206 90,489 25,300 (182,370) 169,104 159,459 149,770 98,419 88,657

(O) 109,858 108,026 124,280 90,489 25,300

(P) 236,000 179,019 37,926 (182,370) 169,104 159,459 149,770 98,419 88,657

(Q) 182,370
(Q)

(B)-(C)
(A)

(D)+(H)

(S) 839,886 633,834 336,839 352,272 519,476 626,172 579,634 1,036,673 1,026,702 1,016,685 1,006,634 996,553

（T)

(U)

(V) 817,503 839,886 633,834 336,839 352,272 519,476 626,172 579,634 1,036,673 1,026,702 1,016,685 1,006,634

(W)

(X) 986,690 983,964 996,064 996,660 1,038,756 1,043,806 964,990 899,760 828,626 753,128 676,036 598,944

○他会計繰入金 （単位：千円）

年　　　　　度

区 分

943 1,004 124,782 217,092 128,466 71,515 762 702 642 582 522 461

943 1,004 124,782 217,092 128,466 71,515 762 702 642 582 522 461

52,303 93,947 102,050 98,244 113,072 138,524 52,217 29,152 29,152 29,152 29,152 29,152

52,303 93,947 102,050 98,244 113,072 138,524 52,217 29,152 29,152 29,152 29,152 29,152
53,246 94,951 226,832 315,336 241,538 210,039 52,979 29,854 29,794 29,734 29,674 29,613

Ｒ１１
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収

　

支

収

益

的

収

入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

受 託 工 事 収 益

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

収

益

的

支

出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 与 費

う ち 退 職 手 当

そ の 他

Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

営 業 外 費 用

支 払 利 息

H３１H３０

資

　

本

　

的

　

収

　

支

資

本

的

収

入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 代 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

工 事 負 担 金

収 支 差 引 (F)-(G)

う ち 一 時 借 入 金 利 息

う ち 資 本 費 平 準 化 債 分

そ の 他

収 支 差 引 (A)-(D)

そ の 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

そ の 他

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

前年度からの繰越金

そ の 他

資

本

的

支

出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

地 方 債 償 還 金

うち資本費平準化債償還金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 へ の 繰 出 金

そ の 他

前 年 度 繰 上 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 （ ×100 ） 116.9% 100.7%

31.5%赤 字 比 率 （ ×100 ）

109.3% 107.8% 102.1% 101.1%

地方財政法施行令第16条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

(R)

82.7% 93.4% 83.1% 95.8% 72.4% 111.0%

健全化法施行令第16条により算定した
資 金 の 不 足 額
健全化法施行規則第６条に規定する
解 消 可 能 資 金 不 足 額
健全化法施行令第17条により算定した
事 業 の 規 模
健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（T）/（V）×100)

他 会 計 借 入 金 残 高

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (B)-(C)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

((R)/(S)×100)

Ｒ１０ Ｒ１１

収 益 的 収 支 分

地 方 債 残 高

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６H３１H３０

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金
合 計

Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９



道後温泉事業特別会計　収支推計表 Ｒ7.3月時点
（単位：千円）

平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

歳入合計 【合計】 2,398,898 1,351,284 1,317,136 1,183,436 1,163,527 1,336,518 1,312,376 977,042 1,174,743 1,274,113 1,295,549 1,245,402 1,211,352
67,990 72,716 52,649 24,264 23,042 23,267 25,148 52,649 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

（小計） 568,431 562,892 420,086 198,955 191,799 322,870 412,409 376,548 833,033 823,750 814,424 805,067 795,682
本館 349,916 174,154 64,750 43,060 70,480 110,477 130,616 599,390 594,115 588,791 583,430 578,028
椿 64,400 79,293 59,106 65,995 75,980 87,726 79,293 67,669 66,878 66,089 65,301 64,515
飛鳥 148,576 166,639 75,099 82,744 176,410 214,206 166,639 165,974 162,757 159,544 156,336 153,139

77,938 77,900 84,221 72,231 81,394 87,282 84,544 77,690 87,282 87,282 87,282 87,282 87,282
27,528 26,516 25,100 10,891 12,229 21,211 26,014 25,100 29,058 28,727 28,394 28,061 27,727

（小計） 6,677 6,311 4,475 2,676 3,019 3,581 3,740 4,475 9,035 9,035 9,035 9,035 9,035
本館 2,264 0 0 0 0 0 0 5,454 5,454 5,454 5,454 5,454
椿 3,903 4,300 2,646 2,976 3,462 3,569 4,300 3,462 3,462 3,462 3,462 3,462
飛鳥 144 175 30 43 119 171 175 119 119 119 119 119

7,263 6,279 0 0 873 5,788 5,939 3,631 11,576 11,576 11,576 11,576 11,576
（小計） 47,667 48,282 39,141 19,324 20,109 36,804 47,530 33,141 35,215 34,858 34,500 34,139 33,777
本館 37,268 24,000 11,179 8,561 14,563 23,393 18,000 26,484 26,251 26,016 25,779 25,540
椿 1,980 4,000 1,724 3,150 4,485 19,861 4,000 2,815 2,760 2,706 2,651 2,597
飛鳥 9,034 11,141 6,421 8,398 17,756 4,276 11,141 5,916 5,847 5,778 5,709 5,640

14,010 38,991 8,160 8,497 19,793 18,673 20,848 6,400 7,474 7,474 7,474 7,474 7,474
414,806 53,409 130,693 166,033 164,222 257,999 225,906 126,013 0 0 0 0 0
440,400 0 14,400 44,500 58,900 100,400 64,200 28,300 0 0 0 0 0

（小計） 7,933 53,246 94,953 226,832 315,350 241,538 210,039 115,236 29,854 29,794 29,734 29,674 29,613
飛鳥・椿償還分（元金） 0 2,305 8,563 16,200 29,152 29,152 29,152 52,217 29,152 29,152 29,152 29,152 29,152
飛鳥・椿償還分（利子） 526 943 1,005 982 942 882 822 762 702 642 582 522 461
本館補助裏分 7,407 49,998 85,385 85,850 69,092 83,920 109,372 62,257 0 0 0 0 0
赤字補填分 0 0 0 123,800 216,164 127,584 70,693 0 0 0 0 0 0
（小計） 34,200 127,000 97,400 122,187 110,591 126,616 186,059 127,859 108,216 48,514 89,672 59,323 86,767
本館修理分 22,400 92,200 87,900 89,500 72,000 88,100 112,300 64,000 0 0 0 0 0
源泉改修分 11,800 34,800 0 15,587 8,498 8,483 5,329 7,000 68,500 3,000 40,000 8,300 36,000
その他施設整備分 0 0 0 0 0 0 38,457
元利償還分 9,500 17,100 30,093 30,033 29,973 56,859 39,716 45,514 49,672 51,023 50,767

684,055 277,742 345,858 287,046 162,206 90,489 0 0 0 169,103 159,458 149,771 98,419

歳出合計 【合計】 2,121,155 1,005,425 1,030,091 1,021,231 1,073,038 1,336,518 1,287,076 1,086,933 1,005,639 1,114,654 1,145,779 1,146,983 1,122,695
246,650 225,727 113,165 87,116 74,374 86,275 80,229 110,871 69,240 69,240 69,240 69,240 69,240

0 0 0 5,582 7,474 6,625 12,954 2,908 0 0 0 0 0
83,990 71,704 82,806 40,773 43,102 47,589 68,524 95,263 56,651 56,264 55,876 54,445 54,064

450 450 470 0 0 450 450 450 450 450 450 450 450
230 230 230 0 0 230 230 230 230 230 230 230 230

313,215 379,548 350,082 331,545 381,713 454,238 474,320 426,970 699,700 699,700 699,700 742,373 742,373
20,089 15,655 7,717 4,778 4,321 6,740 11,559 10,910 0 0 0 0 0
41,510 33,473 36,305 28,572 33,999 33,482 31,884 36,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

（小計） 64,859 14,203 21,678 8,606 22,882 8,483 5,329 9,000 70,500 5,000 42,000 10,300 38,000
うち工事・委託 8,600 22,882 8,483 5,329 5,000 70,500 5,000 42,000 10,300 38,000
うちその他経費 6 0 0 0 4,000 0 0 0 0 0

38,721 135,976 307,002 387,170 406,981 632,096 539,939 285,255 0 0 0 0 0
1,082,514 1,963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227,875 120,000 91,501 92,709 37,926 0 0 0 0 169,104 159,459 149,770 98,419
（小計） 1,052 6,496 19,135 34,380 60,266 60,310 61,658 109,076 68,868 74,666 78,824 80,175 79,919
飛鳥椿元金 0 4,610 17,126 32,400 58,304 58,304 58,304 104,434 58,304 58,304 58,304 58,304 58,304
本館元金 0 0 0 0 0 0 846 2,682 6,926 12,830 17,194 18,788 18,788
飛鳥椿利子 1,052 1,886 2,009 1,964 1,884 1,764 1,643 1,523 1,403 1,283 1,163 1,043 922
本館利子 0 0 0 16 78 242 865 437 2,235 2,249 2,163 2,040 1,905

②収入-支出 277,743 345,859 287,045 162,205 90,489 0 25,300 △ 109,892 169,104 159,459 149,770 98,419 88,657
938,378 931,378 925,479 896,001 823,336 696,720 510,661 382,802 274,586 395,176 464,963 555,410 567,062
744,703 938,378 931,378 925,479 896,001 823,336 696,720 510,661 382,802 274,586 395,176 464,963 555,410
227,875 120,000 91,501 92,709 37,926 0 0 0 0 169,104 159,459 149,770 98,419
34,200 127,000 97,400 122,187 110,591 126,616 186,059 127,859 108,216 48,514 89,672 59,323 86,767

④地方債残高 Ｄ残高 991,300 986,690 983,964 996,064 996,660 1,038,756 1,043,806 964,990 899,760 828,626 753,128 676,036 598,944
うち本館 117,800 218,200 281,554 307,172 300,246 287,416 270,222 251,434 232,646
うち飛鳥 878,860 820,556 762,252 657,818 599,514 541,210 482,906 424,602 366,298
純粋な起債残高 557,230 628,478 662,680 636,081 600,003 558,021 511,675 463,735 415,795

Ａ-Ｂ

源泉井戸改修事業

Ｂ歳出

椿の湯施設整備事業

地方債償還金
基金積立金事業

浴場管理事業

職員人件費
会計年度職員人件費
総務管理事業
道後温泉地域振興事業補助事業
道後村まつり事業補助事業

物品販売事業
源泉管理事業

本館保存修理事業

③基金残高 Ｃ残高 基金残高（Ｄ＋Ｅ－Ｆ）
Ｄ前年度基金残高
Ｅ基金積立金
Ｆ基金繰出金

①収支

器具使用料

又新殿観覧手数料
売店売上金

分担金及び負担金
浴場使用料

旅館内湯使用料
駐車場使用料

Ａ歳入

雑入
国県補助金
地方債

繰越金

一般会計繰入金

基金繰入金


